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再エネ大量導入時代における分散型エネルギーシステム
ー 需給に近接した脱炭素化された調整力等の確保
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本日御議論いただきたい事項

2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、S+3Eを大前提に、再生可能エネルギーの大量導
入が必要。一方、太陽光や風力などの変動性再生可能エネルギーは、発電時間と需要時間が異なる
「時間的乖離」や、発電地と需要地が異なる「空間的乖離」といった課題を有している。

現状では、こうした乖離を解消するために、火力発電や揚水発電での調整や、地域間連系線の整備
等により対応を行う必要性が生じ、更なる再エネの導入に対応するために電力システム全体で必要と
なるトータルの費用が増加していくことが課題である。

一方、近時では、分散型エネルギーリソース（DER）※1が普及し、これらを制御する技術も進展し
ている。この技術を活用することで、需給に近接した脱炭素化された調整力等※2を創出することがで
き、再エネ導入に対応するために電力システム全体で必要となるトータルの費用が抑制されることで、
更なる再エネ導入拡大にも資することが期待できる。

※1 需要家の受電点以下に接続されているエネルギーリソース（発電設備、蓄電設備、負荷設備）に加えて、系統に直接接続される発電設備、
蓄電設備を総称するもの。

※2 発電電力や負荷の消費電力の大きさを柔軟に変化させることが可能な能力のこと。

分散型エネルギーリソース（DER）の例

蓄電所の例
出所：NTTアノードエナジー HP

家庭の負荷設備の例
出所：Panasonic HP

工場の負荷設備の例
出所：FANUC HP

太陽光パネルの例
出所：積水化学工業 HP



自家消費とエリア内活用
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本日御議論いただきたい事項

具体的には、DERを制御する技術（DR：ディマンドリスポンス）を用いながら、

１．発電に近接した工場や家庭等の需要地内で消費するモデル（自家消費）を追求しつつ、

２．需要地内では消費しきれない再エネ電気を活用していくため、地域内で消費するモデル
（エリア内活用）も目指していく※1。

再エネ大量導入時代における、これらの分散型エネルギーシステムのあり方について、具体的な
活用モデル（絵姿）を描きながら、課題と今後の方向性を幅広く御議論いただきたい。

エリア間
融通※2

※2 エリア間融通に必要な地域間連系線の整備等についても別途検討。

自家消費

エリア内活用

拡大

自家消費

エリア内活用

拡大

※1 ここでのエリア内活用とは、各一般送配電事業者の供給区域内を念頭に置いている。
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１．発電に近接した家庭や工場等の需要地内で消費するモデル（自家消費）

（１）工場等モデル

（２）家庭等モデル

２．需要地内では消費しきれない再エネ電気を地域内で消費するモデル（エリア内活用）

（０）エリア内活用の基本的な考え方

（１）地域マイクログリッドモデル

（２）DER活用モデル

（３）地域新電力による供給モデル

（参考）大規模需要型モデル



• 工場等の屋根は、比較的地域共生がしやすい形で太陽光発電を導入することが可能であり、太陽
光発電の導入拡大に当たっての重要なポテンシャルである。

• 発電した電気は、工場等で活用することが考えられるが、業種業態によっては、業務用冷蔵庫、
コンピュータ用空調設備等の電力多消費機器がないなど、必ずしも太陽光発電の供給量を吸収で
きる需要が存在しない場合がある。

• このため、需要の昼間へのシフト等により、可能な限り自家消費を最大化しつつ、それでもなお
余剰となる電力は、エリア内での活用を図ることが重要。

• 再エネ自家消費の最大化に向けては、①屋根置き太陽光の促進とともに、②DR実施による需要
の最適化の双方を同時に進めていく必要があるのではないか。
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① 屋根置き太陽光の促進 ② DR実施による需要の最適化
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工場等モデルの課題と検討の方向性（1/2）

【検討の方向性（案）】

○ 国民負担の抑制を前提に、屋根置き太陽光の投資回収の早期化を実現するための仕組みのあり
方について、検討を進めることとしてはどうか。

○ 省エネ法の定期報告スキームにおいて、工場等の建屋の屋根面積・設計時の耐荷重・太陽光導
入量などの報告を求めることで、民間事業者等に対して太陽光発電の導入の検討を促すことと
してはどうか。

○ 軽量で柔軟性を有するペロブスカイト太陽電池の早期社会実装に向けた取組を進めるため、官
民協議会における検討を加速化してはどうか。

○ 関係省庁が連携し、屋根置き太陽光発電を導入しようとする民間事業者の与信を補完するため
の対応（大企業による補完、民間保険会社商品などによる補完、株式会社脱炭素化支援機構
（JICN）の活用可能性）を検討していくこととしてはどうか。

【課題】

• 屋根置き太陽光発電については、規模等によるものの、一般的にはグリッドパリティを達成し、
経済合理的な選択肢となっている。一方で、特に中小企業等の屋根に太陽光を設置する場合にお
いては、①投資回収期間が長期間にわたることによるキャッシュフロー上の課題や、②十分な与
信を得られずオンサイトPPA契約が締結できないケースがあるなどの課題がある。

• また、特に建築から一定年数を経過している工場等を中心に、耐荷重や屋根の形状等による問題
から、太陽光発電の設置が困難な屋根が存在している。

① 屋根置き太陽光の促進
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【参考】工場等での屋根設置太陽光の導入促進に向けて
第63回再エネ大量導入・次世代電力NW小委
員会（2024年６月13日） 資料１より抜粋
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第46回省エネルギー小委員会
（2024年９月３日）事務局

資料より抜粋

【参考】非化石エネルギー転換の促進（屋根置き太陽光）
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【参考】次世代型太陽電池について
第1回 次世代型太陽電池の導入拡大及
び産業競争力強化に向けた官民協議会
（2024年５月29日） 資料２より抜粋
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【参考】屋根置き太陽光に関する直近の動向
第68回再エネ大量導入・次世代電力
NW小委員会（2024年９月11日）

環境省資料より抜粋
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【参考】PPA事業における与信等の課題に対する検討の方向性
第68回再エネ大量導入・次世代電力
NW小委員会（2024年９月11日）

環境省資料より抜粋



【課題】

• まず、工場等の需要は、業種業態や生産する製品等の特性により、需要量や需要時期が様々であ
り、多様な需要のあり方を踏まえた対応が必要となる。

• DRを実施する場合、各需要家が保有するDRに適したリソース（需要負荷、自家発、蓄電池、空
調機器、蓄熱槽等）のDR対応化（IoT化）が必要となる。

• その上で、現状では、DRを実施する必要性やメリット等について、十分に需要家の理解が追い
付いておらず、理解醸成を促進することが必要である。同時に、需要家がDRを実施するための
動機付けとなるように、脱炭素化された調整力等の価値向上が必要である。
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工場等モデルの課題と検討の方向性（2/2）

② DR実施による需要の最適化

【検討の方向性（案）】

○ 各需要家のリソースのDR対応化を進めるためには、例えば支援措置を講じる際にDR対応を求め
ることなどが考えられるが、どのプレーヤー（例：機器メーカー、需要家）に対して、どのよう
な政策措置（支援/規制的措置）を講じることが適切か。

○ 省エネ法において開始した大規模需要家のDR実績の定期報告について、需要家がDR実績を算定
しやすくするためのツールを提供するとともに、定期報告結果を分析し、大規模需要家における
DRを促進するための方策を検討することとしてはどうか。
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【参考】DR拡大に向けたIoT化支援
• ビルの空調設備や蓄熱槽、工場の冷凍冷蔵設備等の出力を遠隔管理・制御できるようにするため、通信機器や

計測・制御機器の設置等にかかる費用の一部を支援している。
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【参考】高度なDR評価の報告
令和6年度第1回工場等判断基準WG
（令和６年６月25日）資料４より抜粋
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１．発電に近接した家庭や工場等の需要地内で消費するモデル（自家消費）

（１）工場等モデル

（２）家庭等モデル

２．需要地内では消費しきれない再エネ電気を地域内で消費するモデル（エリア内活用）

（０）エリア内活用の基本的な考え方

（１）地域マイクログリッドモデル

（２）DER活用モデル

（３）地域新電力による供給モデル

（参考）大規模需要型モデル



• 現在、FIT制度に基づく住宅用太陽光発電の認定件数は200万件に及んでおり、新築戸建住宅へ
の太陽光設置率も31.4％となるなど、家庭の屋根への太陽光発電の設置が進んでいる。

• こうした方向を更に促進することで、太陽光発電の導入拡大に資するのみならず、家庭から見る
と、アグリゲーターと連携しつつ自家消費形のライフスタイルへの転換が図られる。また、小売
電気事業者やアグリゲーターにとっては、新たな顧客を獲得するビジネスチャンスとなる。

• こうした方向性の推進に向けては、工場等におけるモデルと同様、①屋根置き太陽光の促進とと
もに、②DR実施による需要の最適化の双方を同時に進めていく必要があるのではないか。

（２）家庭等におけるモデル
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家庭等モデルの概要

売電
契約

DR
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① 屋根置き太陽光の促進 ② DR実施による需要の最適化
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① 屋根置き太陽光の促進
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家庭等モデルの課題と検討の方向性（1/2）

【課題】

• 住宅への屋根置き太陽光発電については、2030年の新築戸建住宅への太陽光設置率６割（現
状：2022年度31.4％）の実現に向けて、関係省庁が連携して施策の強化に取り組む必要がある。

• また、FIT制度に基づく10年間の支援期間が終了した住宅用太陽光（卒FIT太陽光）は、2025
年には、約200万件（約860万kW）に達する。こうした電源が、小売電気事業者への相対売電
等や自家消費を行い、長期安定的に運転を継続することも重要な課題となる。

【検討の方向性（案）】

○ 国民負担の抑制を前提に、屋根置き太陽光の投資回収の早期化を実現するための仕組みのあり方
について、検討を進めることとしてはどうか。

○ 関係省庁が連携し、建売戸建・注文戸建に係る住宅トップランナー基準として太陽光発電設備の
設置に係る目標設定を検討するとともに、ZEH・ZEH-Mのあり方に関して検討してはどうか。

○ 卒FIT太陽光を有する家庭が、長期安定的に運転を継続できるよう、引き続き、自家消費や相対売
電等の様々な設備活用の選択肢について、エネ庁HP（「どうする？ソーラー」）において周知・
広報することとしてはどうか。
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⚫ 2009年11月に開始した「余剰電力買取制度」による支援期間は10年間であることから、2019年11月以
降、調達期間が順次満了。

⚫ 買取期間の終了した発電事業者が選択し得る対応は、①自家消費又は②相対・自由契約にての売電など
がある。 資源エネルギー庁HPの「どうする？ソーラー」（2018年10月より運用開始）では、売電希望者と
電気の購入を希望する小売電気事業者のマッチングを行うため、売電可能な事業者情報（2024年９月現
在：75社）を掲載するなど、様々な選択肢の周知・広報を進めている。

⚫ なお、買取終了した案件のうち、新電力を含めた幅広い小売電気事業者へ買取事業者を変更した割合は、
2023年６月末時点で約17%となっている。

【参考】住宅用太陽光の調達期間の終了

A社 支援終了後の太陽光余剰電力を9.5円
/kWh～23円/kWh（蓄電池購入プラ
ン）で買取るメニューを各種展開。

B社 支援終了後の太陽光余剰電力を8.5円
/kWh～11.5円/kWhで買取るメニューを
各種展開。

C社 支援終了後の太陽光余剰電力を11円
/kWh～15円/kWh（同社電気・灯油・ガ
ス利用プラン）で買取るメニューを各種展開。

「どうする？ソーラー」に掲載されている
買取メニューの一例

買取事業者を変更した割合

卒FIT件数 変更した件数 変更割合

全国 約144万 約24万 約17%

（注）2023年6月末時点

第56回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2023年11月７日） 資料１を一部修正



19

【参考】調達期間が終了した住宅用太陽光の件数・容量
第56回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会

（2023年11月７日） 資料１より抜粋
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【参考】住宅トップランナー制度における太陽光設備設置の扱い
第19回建築物エネルギー消費性能基準等WG及び建
築物エネルギー消費性能基準等小委員会 合同会議

（2024年６月３日） 資料５より抜粋
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【参考】2050CN目標を踏まえた今後のZEH等のあり方について
第46回省エネルギー小委員会

（2024年９月３日） 事務局より抜粋



【課題】

• 家庭や小規模オフィス（低圧）では、一件あたりのDR量が少なく、大規模な工場等と比べてDRリ
ソースの活用が遅れている。将来的にDRリソースが自立的に導入されるよう、スケールメリットを
通じたコストダウンを前提としつつ、家庭の消費者がDR実施に協力する経済的インセンティブの付
与や普及啓発も必要となる。

• また、人の手作業でのDR実施は困難であることから、家庭の電気消費に占める割合が大きいヒート
ポ ン プ 給 湯 機 や 家 庭 用 蓄 電 池 等 に遠隔制御機能を標準的に具備さ せ る と い っ た DR対応
（DRready）を行うことが重要である。

② DR実施による需要の最適化 
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家庭等モデルの課題と検討の方向性（2/2）

【検討の方向性（案）】

○ 将来的にDRリソースが自立的に導入されるよう、DRリソースのコストダウンを図っていくために
は、どのような支援が必要か。

・ 家庭用蓄電池等の導入に対する予算措置（補助）
・ 需給調整市場における低圧小規模リソースの活用（2026年度開始予定）
・ 低コスト化を図るためのDR実証（スマートメーター活用）

○ 小売電気事業者のDRの取組について、消費者が確認できるような仕組み（プレッジ&レビュー制
度）の導入を検討してはどうか。

○ 製造事業者等に対して、目標年度までにDRready機能を具備した製品の導入を求める仕組みの導入
を検討してはどうか。

○ DRへの消費者の理解を促進するため、例えば昼の再エネ余剰電力の需要創出に向け、脱炭素国民運
動「デコ活」等により行動変容を促していくことも重要ではないか。
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【参考】家庭用、業務・産業用蓄電システムの目標価格と導入見通し

⚫ 製造設備への投資を促し蓄電池コスト低減を図るため、家庭用、業務・産業用の合計で2030
年に累計約24GWh（2019年度累計の約10倍）となる導入見通しを、第6次エネルギー基
本計画において設定。

⚫ また、投資回収が可能なレベルを実現するため、2030年度の目標価格として家庭用は7万円
/kWh、業務・産業用は6万円/kWh（ともに工事費込み）と設定。

価格
（工事費含む）

（税抜）

2030年度
目標価格

7万円/kWh※2

約19万円
/kWh※1

※1 2019年度,2022年度数値は補助実績等から算出。
※2 太陽光発電の自家消費により得られる収益から試算。具体的には、電気の購入価格は27～29円/kWh、太陽光発電の容量4.7kW、太陽光の売電価格は6～10円/kWhの家庭において、蓄電容量が3～13kWhである

蓄電システムを導入し、10年又は15年で投資回収するケース、それぞれ電池劣化を考慮するケースと考慮しないケースにおいて試算した結果から設定。
※3 ピークカット、電源Ｉ´での活用、太陽光発電の自家消費により得られる収益から試算。

家庭用蓄電システムの目標価格推移

2030年度
目標価格

6万円/kWh※3

価格
（工事費含む）

（税抜）
約24万円
/kWh※1

業務・産業用蓄電システムの目標価格と価格推移

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

GWh
（累計）

予測
約24.2GWh
（累計）

需要側定置用蓄電システムの導入見通し

16.0万円
/kWh※1

・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・

14.1万円
/kWh※1
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【参考】省エネ法におけるDRready制度
第46回省エネルギー小委員会

（2024年９月３日）
事務局資料より抜粋
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１．発電に近接した家庭や工場等の需要地内で消費するモデル（自家消費）

（１）工場等モデル

（２）家庭等モデル

２．需要地内では消費しきれない再エネ電気を地域内で消費するモデル（エリア内活用）

（０）エリア内活用の基本的な考え方

（１）地域マイクログリッドモデル

（２）DER活用モデル

（３）地域新電力による供給モデル

（参考）大規模需要型モデル



• 再エネ電気をエリア内で活用することは、エリア単位での需給近接性が確保されることで、地域間連系線な
どに関する系統制約を緩和する効果が見込まれる。

• エリア内活用は、局所的なレベルからエリア大でのレベルまで、様々な形での取組が見られるが、地域ごと
の再エネ導入状況や需要等を踏まえながら、必要に応じて自治体等の地域のプレーヤーとも連携しつつ、地
域特性に沿った形での取組を進めることが重要である。

• 具体的には、次のような取組モデルが考えられるのではないか。

➢ 配電系統では、地域マイクログリッドの整備が進んでいる。平時は地域の再エネも活用しつつ、災害時におい
ては停電等の被害の長期化を回避したいという地域の課題に対応し、再エネ導入及び電力供給のレジリエンス
強化の両方の目的を達成する取組であり、山間部等や離島、防災拠点や避難所を有する地域で導入されている
（後掲（１）参照）。

➢ 今後系統混雑の発生が見込まれるような地域においては、配電系統やローカル系統の特性に合わせて、系統用
蓄電池等のDERを活用することで、混雑緩和等を図る方策が考えられる（後掲（２）参照）。

➢ エリア大の取組としては、自治体と連携した形での地域新電力による電力供給も、地産地消に有効であると考
えられる（後掲（３）参照）。

➢ なお、データセンター等の大規模需要家の国内立地に関する検討が行われているところであるが、大規模需要
への供給力をエリア内で確保することは、エリア内活用の一つの絵姿になり得る（参考参照）。
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エリア内活用の基本的な考え方

取組のスコープ

(1)地域マイクログリッドモデル

【様々なレベルでのエリア内活用の取組例】

局所的 エリア大

(2)DER活用モデル (参考)大規模需要への対応

(3)地域新電力による供給モデル
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１．発電に近接した家庭や工場等の需要地内で消費するモデル（自家消費）

（１）工場等モデル

（２）家庭等モデル

２．需要地内では消費しきれない再エネ電気を地域内で消費するモデル（エリア内活用）

（０）エリア内活用の基本的な考え方

（１）地域マイクログリッドモデル

（２）DER活用モデル

（３）地域新電力による供給モデル

（参考）大規模需要型モデル



• 地域独立系統（マイクログリッド）は、地域内の電気や熱の地産地消を促進し、地域の効率的な
エネルギー利用を可能とするとともに、レジリエンス強化・地域活性化にも貢献する。

• マイクログリッド内でエネルギーの需給を効率的に調整することで、系統混雑を回避し、追加の
設備増強を抑制できる。さらに、地方、特に長距離の送配電線が敷設されている山間地等では、
系統運用の効率化にもつながる。

28

地域マイクログリッドモデルの概要

需給調整
システム

蓄電池
バイオ発電

大規模
停電時
に遮断

大規模停電時に遮断
大規模
停電時
に遮断

需給
調整力地域の再エネ

地域の需要

地域の再エネ

コジェネ

・平常時は各設備を有効活用しつつ、マイク
ログリッドエリア内の潮流を把握。

・災害等による大規模停電時には、他系統
と切り離して独立系統化し、自立的に運用。



【課題】

• 地域マイクログリッドモデルについては、系統線と区別した自営線敷設や蓄電池等の設備設置と
いった導入コストに加え、運営に要する維持コストの低減が必要となる。

• また、運用上の関係法規への対策や系統からの解列・復旧方法といった技術的知見のほか、地元
自治体、一般送配電事業者、需要家といった地域における多様なステークホルダーとの合意形成
にかかる知見が必要。

• マイクログリッドの範囲内に需要家や住民等が含まれる場合は、マイクログリッド化に対する理
解が不可欠であり、その構築にあたっては、人口減少や地場産業振興といったエネルギー以外の
地域課題に寄り添う必要。

29

地域マイクログリッドモデルの課題と検討の方向性

【検討の方向性（案）】

○ これまでの実証事業における成果と課題の分析を深めるとともに、関係省庁が連携しながら、地
域における多様なステークホルダーとの合意形成や地域課題の解決が円滑に進展する形での事業
実施のあり方について、検討を進めるべきではないか。



【参考】地域マイクログリッド構築状況（支援事業）

武蔵精密工業(株)
・実施地域：愛知県豊橋市
・発電設備：太陽光
・平常時：自家消費
・災害時：南稜地区市民館(第一指定避難所)

民家、商店 等へ供給

京セラ(株)
・実施地域：神奈川県小田原市
・発電設備：太陽光
・平常時：自家消費(余剰電力：自己託送)
・災害時：小田原こどもの森公園わんぱくらんど

(応急仮設住宅候補地)
小田原市いこいの森(キャンプ場) 等へ供給

(株)関電工
・実施地域：千葉県いすみ市
・発電設備：太陽光
・平常時：自家消費
・災害時：いすみ市役所(防災拠点)

大原中学校(指定避難所) 等へ供給

鈴与商事(株)※構築中
・実施地域：静岡県静岡市
・発電設備：太陽光
・平常時：自家消費

(余剰電力：鈴与電力(株)へ売電)
・災害時：清水マリンビル(津波避難ビル)

清水マリンターミナル 等へ供給

トヨタ自動車東日本(株)※構築中
・実施地域：岩手県金ケ崎町
・発電設備：コジェネ、太陽光
・平常時：自家消費
・災害時：金ケ崎町森山総合公園スポーツセンター

(広域防災拠点)
金ケ崎中学校（避難所） 等へ供給

(株)ネクステムズ
・実施地域：沖縄県宮古島市
・発電設備：太陽光
・平常時：自家消費(余剰電力：沖縄電力(株)へ売電)
・災害時：来間離島振興総合センター(指定避難所)

旧来間小学校(指定避難所) 等へ供給

東急不動産(株)
・実施地域：北海道松前郡松前町
・発電設備：風力
・平常時：自家消費
・災害時：松前町役場(災害時重要拠点)

松前町民総合センター(避難所) 等へ供給

上野村
・実施地域：群馬県上野村
・発電設備：太陽光
・平常時：自家消費
・災害時：上野小学校(避難所)

給食センター(炊き出し施設) 等へ供給

(株)阿寒マイクログリッド
・実施地域：北海道釧路市
・発電設備：バイオガス、太陽光
・平常時：自家消費
・災害時：徹別多目的センター(指定避難所)

酪農施設、民家 等へ供給

豊岡地域エネルギーサービス(合)
・実施地域：兵庫県豊岡市
・発電設備：太陽光
・平常時：自家消費

(余剰電力：(株)アイ・グリッド・ソリューションズへ売電)
・災害時：神美台スポーツ公園管理棟(緊急避難所) 等へ供給
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【参考】宮古島市来間島地域マイクログリッド発動概要

⚫ 発動日時：令和6年4月25日 9：38～11：27（1時間49分間）

⚫ 発動理由：同日3時12分に発生した沖縄電力(株)宮古第二発電                   
所内母線不具合に伴う停電の長期化

⚫ 発動に要した時間：43分（同日8時55分発動決定～9時38分発動）

⚫ MG内需要家数：約100世帯

⚫ 発動の成果：訓練ではなく実際の停電でのMG発動に成功し、復旧が遅れがちな小規
模離島地域での早期仮復旧が実現した事例となり、自治会長からMGがもっと広がると
よい、店舗経営者からMG発動により開店することができてよかったとの声があった。

⚫ 今後の対応：当該MGは台風被災時の発動を想定しており、突発的な停電は想定し
ていなかったため、実働マニュアルに本件を加味した運用方法等の追記を検討。
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【参考】民間裨益型自営線マイクログリッド等事業
第2回GX実現に向けた専門家ワーキンググループ

（2023年10月26日）資料より抜粋
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【参考】自営線マイクログリッド等事業交付金について
環境省提供資料
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１．発電に近接した家庭や工場等の需要地内で消費するモデル（自家消費）

（１）工場等モデル

（２）家庭等モデル

２．需要地内では消費しきれない再エネ電気を地域内で消費するモデル（エリア内活用）

（０）エリア内活用の基本的な考え方

（１）地域マイクログリッドモデル

（２）DER活用モデル

（３）地域新電力による供給モデル

（参考）大規模需要型モデル
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DER活用モデルの概要
• 配電系統レベルでの小規模多数のDERや、ローカル系統レベルでの大規模少数のDERを制御する上では、次

のようなモデルが想定される。

✓ 一般送配電事業者が気象データ等に基づき、系統混雑の予測を実施

✓ DERを運用するアグリゲーター等が、上記の予測に応じてDER制御を実施

✓ 制御に基づき、系統用蓄電池等のDERが稼働

• こうしたモデルを実現していくに当たっては、①DERの活用面（技術的課題の克服等）、②DER（特に系統
用蓄電池）の導入面（リソースの持続的確保）などが課題となる。

DERを活用した混雑緩和のイメージ

蓄電池

一般送配電事業者

指令室

変電所
太陽光発電所

系統混雑等
発生予測

系統用蓄電池

DERフレキシビリティ
活用プラットフォーム

クラウド

発電

気象協会等

気象(日射量)データの連係1

2

3

4 制御指令

5 逆潮流の吸収

6
変電所や送電線の
容量超過を回避
＝系統混雑緩和

配電系統
ローカル系統

混雑緩和に必要な
DER制御量の計算

制御依頼

一般送配電事業者と
アグリゲーター等を
つなぐプラットフォー
ムを介するフローの
イメージ

プラットフォーム
を介さないフロー
のイメージ

アグリゲーター等の
DER運用者

系統データ
の連係

1

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
ニュースリリース（2024年５月10日）より抜粋の上、編集



【課題】

• 一般送配電事業者・アグリゲーター等のDER活用に当たり、以下のような課題が挙げられる中、
システム開発・実証を通じた実現可能性の検証が必要となる。

• また、系統混雑を回避するため、アグリゲーター等に対して、どのような仕組みによりフレキシ
ビリティの供出を促すかが課題となる。

① DERの活用面

36

DER活用モデルの課題と検討の方向性（1/2）

関係者 技術的課題の例

一般送配電事業者 • 系統混雑度合いとDERリソース導入に関する予測精度を踏まえた運用方法等の確立が必要
• 系統混雑予測を踏まえてDERフレキシビリティを確実に確保しつつ、系統運用と連携して全体最

適を図りながら制御するための、機能の検討及びシステム開発が必要
• DER不応動等により混雑が生じうる場合を想定したセーフティネットの検討が必要

アグリゲーター等のDERの運
用者

• 一般送配電事業者からのDER制御指令に基づき、DERの管理を行うシステム開発が必要
• スポット市場や需給調整市場への供出とのマルチユースも視野に入れた、供出可能量算出手法の

開発が必要
• 蓄電池を制御するEMS（エネルギーマネジメントシステム）において、一般送配電事業者からの

指令を受けて充放電する機能の開発が必要
• DER指令に対する確実な供出量の確保が必要

【検討の方向性（案）】

○ 現在実施しているNEDOによる技術開発・実証を着実に進め、技術的な実現可能性を確保していく。

○ その上で、NEDOによる技術開発・実証の結果や、海外でのDER活用事例を踏まえつつ、アグリゲーター等に
よるフレキシビリティ供出のための仕組みについて検討してはどうか。



【参考】NEDOでの技術開発・実証（1/2）
DER等を活用したフレキシビリティ技術開発

• ローカル系統におけるDER活用の課題を踏まえ、系統用蓄電池による系統混雑緩和の費用便益評

価手法等の調査とともに、系統用蓄電池による逆潮流混雑緩和を実現するための技術開発・実証

を、NEDOにて実施中（2024年度～2028年度）。

• 具体的には、以下２点の技術開発を実施。

⚫ 系統用蓄電池の充電計画を加味した混雑計算機能を追加するべく、一般送配電事業者が運用
するコネクト＆マネージシステム（C&Mシステム※）を改修（下図①）。
※系統制約と需給制約の両方を満足する出力制御量を発電所ごとに算出、配信できるシステム

⚫ 蓄電池を制御するEMS（エネルギーマネジメントシステム）において、C&Mシステムからの
指令を受けて系統混雑の緩和に貢献する機能を新規開発する（下図③）。
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【参考】NEDOでの技術開発・実証（2/2）
電力系統の混雑緩和のための分散型
エネルギーリソース制御技術開発 (FLEX DER)

• 配電用変電所において想定される混雑に対し、DERをフレキシビリティとして活用すること

により、混雑緩和の実現を目指す。具体的には、DERフレキシビリティを活用するために一

般送配電事業者及びアグリゲーター等に関する課題検討を行い、必要なシステムの改修検討

及び両者を接続したDERフレキシビリティシステムの検証を実施中（2022年度～2024年

度） 。
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系統混雑
地域

100%

※東電PGホームページデータをグラフ化
https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/system/

50%

調達

制御

DERフレキシビリティシステム

第1回次世代の分散型電力システムに関する検討会
（2022年11月７日）資料6-1より抜粋の上、編集



39

DER活用モデルの課題と検討の方向性（2/2）
② DER（特に系統用蓄電池）の導入面

【課題】

• 系統用蓄電池は、分散型エネルギーシステムにおいてフレキシビリティを供出する重要なリソースであり、これまで
にも政策支援を講じてきたが、持続的な導入拡大に向けて、主に以下の課題が挙げられる。

① 多様な蓄電事業者が多様な蓄電池を導入する中で、価格競争に陥り安全性や持続可能性が確保できない蓄電池の
導入が進むおそれがある。

② 蓄電池ビジネスに関心の高い事業者が急増し、系統の空き容量以上に接続検討が申し込まれるケースも出ている。
これにより、接続検討の協議の長期化やこれに伴う工期の長期化という課題が顕在化している。

③ 蓄電事業者にとって、各種電力市場における収益性の評価等が十分ではないため、事業の予見性が確保できない。

④ 将来的に再エネの出力制御時間帯が増加し長時間化する場合に、より長時間の充放電が可能となる技術や蓄電池
の活用が必要となる。

【検討の方向性（案）】

○ 系統用蓄電池の安全性や持続可能性を確保するために、導入支援補助金等において、事業規律を確保するための要件
等を検討してはどうか。

○ 系統用蓄電池の系統連系の早期化に向け、引き続きウェルカムゾーンの順潮流側の空き容量の公開等について検討を
してはどうか。

○ 蓄電池事業の予見可能性を高めるために、系統用蓄電池の各種電力市場での収益性の評価やユースケース、コスト等
を示し、支援措置や市場制度設計に反映させることが重要ではないか。

○ 長時間エネルギー貯蔵技術（LDES）の導入促進に当たり、導入支援補助金での支援等の措置を行うとともに、日本
に最適なLDES技術の把握のための調査を行うこととしてはどうか。



• 足元では、系統用蓄電池の接続検討受付件数は約6,000万kWとなり、この１年で約５倍に急増
している。

• また、蓄電池メーカー等の事業予見性を高めるため、2030年の系統用蓄電池の導入見通しを示
した（累計14.1~23.8GWh程度）。
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【参考】蓄電ビジネスの参入意欲の増大と導入見通し

第52回 電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会 系統WG
（2024年９月18日） 資料３より抜粋

(※1)2023年5月末時点における系統用蓄電池の「接続検討申込」の総数に対して「契約申込」に移行した案件数の割合が約10％。今後、蓄電池コストの低減などにより事業化される確度が上がり、太陽光や陸上風力並み（電力広
域的運営推進機関 発電設備等系統アクセス業務に係る情報の取りまとめ 2022年度の受付・回答参照）となった場合、20％程度となると仮定し、両ケースで「接続検討申込」 から「契約申込」に移行する案件数を想定。

(※2)「契約申込」から「実際に稼働」へ移行する案件数については、第6次エネ基検討時に陸上風力発電の導入見込みで想定した既認定未稼働案件の稼働比率を参照。陸上風力の認定取得においては接続契約の締結が必要であり、
このうち「実際に稼働」する案件については業界ヒアリング等を通じた結果約70％（陸上風力の場合）が稼働すると想定されており、本見通しの想定においても70％程度が 「契約申込」から「実際に稼働」すると仮定。

第3回GX実現に向けた専門家WG（2023年11月8日）内閣官房資料より抜粋
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【参考】系統用蓄電池の導入支援措置と市場環境整備

長期脱炭素電源オークション約定結果 （応札年度：2023年度）
電力広域的運営推進機関（2024年4月26日）作成資料より抜粋

• 2021年度から補助金により系統用蓄電池の導入を支援するとともに、2023年度に開始した長期
脱炭素電源オークションにおいても系統用蓄電池を応札対象とした。

• また、2024年4月に需給調整市場の全商品が取引開始となり、系統用蓄電池も容量市場、卸電
力市場、需給調整市場の全市場で取引可能となる等、環境整備が整いつつある。



• 2022年に電気事業法を改正し1万kW以上の系統用蓄電池から放電する事業を「発電事業」と位
置付けるなど、系統用蓄電池の法制的な位置付けを明確化した。
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【参考】系統用蓄電池の位置づけの明確化

第40回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2022年4月7日）資料1より抜粋
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【参考】系統用蓄電池のコスト、ユースケース／収益性分析

・系統用蓄電池の設備導入コスト分析 ・系統用蓄電池のユースケース／収益性分析

2024年度第３回 定置用蓄電システム普及拡大検討会（2024年８月29日）三菱総合研究所資料より抜粋
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【参考】長時間エネルギー貯蔵技術の導入に向けた支援措置

• 系統用蓄電池等の導入支援事業において、長期エネルギー貯蔵技術(LDES)
を支援対象として明確化

2024年度第２回 定置用蓄電システム普及拡大検討会
（2024年７月４日）資料３より抜粋
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１．発電に近接した家庭や工場等の需要地内で消費するモデル（自家消費）

（１）工場等モデル

（２）家庭等モデル

２．需要地内では消費しきれない再エネ電気を地域内で消費するモデル（エリア内活用）

（０）エリア内活用の基本的な考え方

（１）地域マイクログリッドモデル

（２）DER活用モデル

（３）地域新電力による供給モデル

（参考）大規模需要型モデル
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地域新電力による供給モデルの概要

自治体

需要家発電事業者

電気の供給 電気の供給

地域新電力

長期の需給契約等により発電事業にコミット
調達する電力の再エネ価値も需要家に帰属

電気の購入

電気の購入

出資

利益を還元電気の供給
（余剰電力）

電気の購入
一般家庭等

• 地域新電力とは、エネルギーの地産地消を目的として、自治体や地域のプレーヤー等が共同出資して設立し
た小売電気事業者。

• 地域内の再エネを調達して、その地域内の需要家に供給することで、エリア内消費を推進する。

• 災害時のレジリエンス強化といった観点からも、重要な取組である。また、地域密着型で、地域の参画者の意
向を反映させやすく、得られた利益を生活支援サービスや公共事業などにより地域に還元することで地域経済
循環を促すといった特徴がある。

市区町村レベル～エリア大での地域新電力による供給モデル
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地域新電力による供給モデルの課題と検討の方向性

【検討の方向性（案）】

○ 関係省庁が連携し、地域新電力が公共施設等にPPA方式で太陽光発電を設置し、余剰電力の買取
や利益の一部を地域還元するケースなど、公共部門への再エネ導入に繋がるような地域新電力に
よる供給モデルをどのように促進するか。

○ 関係省庁が連携し、脱炭素先行地域や温対法の促進区域制度などを活用し、自治体の積極的な関
与がある形での地域新電力による供給モデルを促進することにより、地域共生型の再エネ導入拡
大を促すことができるのではないか。

○ FIT/FIP制度においても、引き続き、地域活用要件に基づき、自治体が出資する小売電気事業者へ
の電力供給を促進するとともに、卒FIT後の売電先として、自治体出資の地域新電力が選択肢と
なるように周知・広報を進めていくべきではないか。

【課題】

• 地域新電力による供給モデルは、自治体や地域のプレーヤー（需要家等）と連携しながら、事業
を実施する必要がある。

• このため、緊密な連携の促進や、自治体や需要家に対するメリットの訴求方法が課題となる。



福岡県
北九州市

設備導入予定量：29,591kW
脱炭素先行地域の取組のなかで、北九州都市圏域18市町の公共施設群等においてPPAによる自家

消費型太陽光発電の導入を通じ、同施設群の脱炭素化を図るとともに、低コスト型PPAモデルを構築する
計画であったところ、PPA事業者の公募において、規模の小さい施設は事業採算性が悪いため単独での
公募が困難である等の課題があった。

事業採算性が悪い施設と良い施設をグルーピングして発注する方法や、地域新電力である「株式会社
北九州パワー」が安価な廃棄物発電の電気を供給していることから、廃棄物発電由来の再エネメニューと
PPAを総括原価方式により料金総額が安価となるように設定した併用サービスとして提供する等により導
入の加速化を図ることを確認できた。
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【参考】地域新電力の活用事例

• 脱炭素先行地域、重点対策加速化事業では、先行地域等の範囲を超えて活動をし得る地域金融機関・地域の中核企
業・都道府県等を巻き込んだ取組（地域脱炭素の基盤構築）を重視して採択され、そうした取組の波及効果が顕在化して
いる事例がある。

滋賀県湖南市
湖南市の地域新電力（こなんウルトラパワー(株)）が、湖南市の先行地域づくり事業において、PPA方式で太陽光設
置を行うとともに、余剰電力の買い取り及び利益の地域還元を実施し、当該モデルを周辺自治体に展開

球磨村

球磨村の地域新電力（(株)球磨村森電力）が、先行地域づくり事業で個人・事業者・公共施設向け太陽光発電施設を
PPA方式で導入するとともに、蓄電池を活用した最適な充放電制御システムを構築し、再エネの地産地消を推進

近隣の五木村において、PPA事業及び充放電制御等のノウハウを活かした再エネの地産地消に係る事業を実施する

ため、球磨村森電力が出資して地域新電力（(株)五木源電力）を設立し、村と再エネ導入に係る連携協定を締結

（公共施設でのオンサイトPPAの契約締結済）

画像：北九州市 脱炭素先行地域提案書

• 公共施設での活用事例

第68回再エネ大量導入・次世代電力
NW小委員会（2024年９月11日）

環境省資料より抜粋の上、編集
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【参考】 FIT制度の地域活用要件の考え方について
再エネ特措法における地域活用要件に関する説明会

（令和4年3月16日） 資料を修正

災害時の
自立運転機能 自家消費

余剰を売電
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１．発電に近接した家庭や工場等の需要地内で消費するモデル（自家消費）

（１）工場等モデル

（２）家庭等モデル

２．需要地内では消費しきれない再エネ電気を地域内で消費するモデル（エリア内活用）

（０）エリア内活用の基本的な考え方

（１）地域マイクログリッドモデル

（２）DER活用モデル

（３）地域新電力による供給モデル

（参考）大規模需要型モデル



• 局地的な大規模需要への対応については、本小委員会の第68回会合（2024年9月11日）において、
計画的・先行的な整備や費用負担のあり方を御議論いただいた。

• 大規模需要の局地的な発生を見据えて、効率的な系統整備等の観点での適地への集約的な誘導、
当該適地における先行的・計画的な系統整備を進め、大規模需要への供給力をエリア内で確保す
ることは、再エネ電気のエリア内活用の一つの絵姿となる。

51

大規模需要型モデル

第68回 再生可能エネルギー大量導入・
次世代電力ネットワーク小委員会

（2024年9月11日）資料8より抜粋



52https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/senmonka_wg/index.html

第６回 ＧＸ実現に向けた専門家ワーキンググループ
（令和６年７月11日）内閣官房資料より抜粋
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第70回 電力・ガス基本政策小委員会
（2024年2月27日）資料10より抜粋
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第12回 ＧＸ実行会議（令和６年８月27日）
資料１より抜粋
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